
【資料４】あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 

                              （人権差別撤廃条約） 

国際連合総会採択 1965年 12月 21日 

日 本 国 発 行 1996年  1月 14日 

 この条約の締約国は、 

 国際連合憲章がすべての人間に固有の尊厳及び平等の原則に基礎を置いていること並びにすべての加盟

国が、人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重

及び遵守を助長し及び奨励するという国際連合の目的の一を達成するために、国際連合と協力して共同及

び個別の行動をとることを誓約したことを考慮し、 

 世界人権宣言が、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等で

あること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、皮膚の色又は国民的出身による差別を受ける

ことなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることを考慮し、 

 すべての人間が法律の前に平等であり、いかなる差別に対しても、また、いかなる差別の扇動に対して

も法律による平等の保護を受ける権利を有することを考慮し、 

 国際連合が植民地主義並びにこれに伴う隔離及び差別のあらゆる慣行（いかなる形態であるかいかなる

場所に存在するかを問わない。）を非難してきたこと並びに 1960年 12月 14日の植民地及びその人民に対

する独立の付与に関する宣言（国際連合総会決議第 1514号（第 15回会期））がこれらを速やかにかつ無条

件に終了させる必要性を確認し及び厳粛に宣明したことを考慮し、 

 1963 年 11 月 20 日のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言（国際連合総会決議第 1904

号（第 18回会期））が、あらゆる形態及び表現による人種差別を全世界から速やかに撤廃し並びに人間の

尊厳に対する理解及び尊重を確保する必要性を厳粛に確認していることを考慮し、 

 人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難されるべきであり及び

社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、いかなる場所においても、人種差別を正当化

することはできないことを確信し、 

 人種、皮膚の色又は種族的出身を理由とする人間の差別が諸国間の友好的かつ平和的な関係に対する障

害となること並びに諸国民の間の平和及び安全並びに同一の国家内に共存している人々の調和をも害する

おそれがあることを再確認し、 

 人種に基づく障壁の存在がいかなる人間社会の理想にも反することを確信し、 

 世界のいくつかの地域において人種差別が依然として存在していること及び人種的優越又は憎悪に基づ

く政府の政策（アパルトヘイト、隔離又は分離の政策等）がとられていることを危険な事態として受けと

め、 

 あらゆる形態及び表現による人種差別を速やかに撤廃するために必要なすべての措置をとること並びに

人種間の理解を促進し、いかなる形態の人種隔離及び人種差別もない国際社会を建設するため、人種主義

に基づく理論及び慣行を防止し並びにこれらと戦うことを決意し、 

 1958 年に国際労働機関が採択した雇用及び職業についての差別に関する条約及び 1960 年に国際連合教

育科学文化機関が採択した教育における差別の防止に関する条約に留意し、 

 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言に具現された原則を実現すること及びこのための

実際的な措置を最も早い時期にとることを確保することを希望して、 

 次のとおり協定した。 

（以下省略） 


